
- 51 -

（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪 （オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪

問介護員等 」と読み替えられること。 問介護員等 」と読み替えられること。） ）

② 準用される基準第３条の７については、特にオペレーショ ② 準用される基準第３条の７については、特にオペレーショ

ンセンターを設置しない指定夜間対応型訪問介護事業者は、 ンセンターを設置しない指定夜間対応型訪問介護事業者は、

オペレーションセンターを設置しない場合のオペレーション オペレーションセンターを設置しない場合のオペレーション

サービスの実施方法について十分な説明を行わなければなら サービスの実施方法について十分な説明を行わなければなら

ないこと。また、随時訪問サービスを他の指定訪問介護事業 ないこと。また、随時訪問サービスを他の指定訪問介護事業

所の訪問介護員等に行わせる場合については、その旨につい 所の訪問介護員等に行わせる場合については、その旨につい

て十分な説明を行わなければならないこと。 て十分な説明を行わなければならないこと。

③ 準用される基準第３条の13については、第三の一の４の⑹ ③ 準用される基準第３条の13については、第三の一の４の⑹

において 「利用者の在宅生活の継続のための総合的な支援 において 「利用者の在宅生活の継続のための総合的な支援、 、

を、日々の定期巡回サービス等の実施により継続的に把握さ を、日々の定期巡回サービス等の実施により継続的に把握さ

れる利用者の心身の状況に応じて柔軟に行うサービスである れる利用者の心身の状況に応じて柔軟に行うサービスである

ことから、その他の介護保険サービスの利用を含めた利用者 ことから、その他の介護保険サービスの利用を含めた利用者

の地域での生活全般のマネジメントを行う」とあるのは「指 の地域での生活全般のマネジメントを行う」とあるのは「指

定夜間対応型訪問介護の随時訪問サービスは、利用者からの 定夜間対応型訪問介護の随時訪問サービスは、利用者からの

通報により随時に提供されるサービスであることから、給付 通報により随時に提供されるサービスであることから、給付

管理を行う」と読み替えること。 管理を行う」と読み替えること。

（新設） 二の二 地域密着型通所介護

１ 人員に関する基準

⑴ 従業者の員数（基準第20条）

① 指定地域密着型通所介護の単位とは、同時に、一体的に提

、供される指定地域密着型通所介護をいうものであることから

例えば、次のような場合は、２単位として扱われ、それぞれ

の単位ごとに必要な従業者を確保する必要がある。

イ 指定地域密着型通所介護が同時に一定の距離を置いた２

つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行

われているといえない場合

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定地域密着型通所

介護を提供する場合

また、利用者ごとに策定した地域密着型通所介護計画に

位置づけられた内容の地域密着型通所介護が一体的に提供

されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の

異なる利用者に対して地域密着型通所介護を行うことも可

能である。なお、同時一体的に行われているとは認められ
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ない場合は、別単位となることに留意すること。

② ７時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後に連続

して延長サービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応

じて、適当数の従業者を配置するものとする。

③ 基準第20条第１項第１号の生活相談員、同項第３号の介護

職員及び同条第２項の看護職員又は介護職員の人員配置につ

いては、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する

時間数の合計（以下「勤務延時間数」という ）を提供時間。

数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよ

う、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必要な

勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は問わ

ないものである。

④ 生活相談員については、指定地域密着型通所介護の単位の

数にかかわらず、次の計算式のとおり指定地域密着型通所介

護事業所における提供時間数に応じた生活相談員の配置が必

要になるものである。ここでいう提供時間数とは、当該事業

所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで（サービ

スが提供されていない時間帯を除く ）とする。。

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式）

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数

例えば、１単位の指定地域密着型通所介護を実施している

事業所の提供時間数を６時間とした場合、生活相談員の勤務

延時間数を、提供時間数である６時間で除して得た数が１以

上となるよう確保すればよいことから、従業者の員数にかか

わらず６時間の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、

例えば午前９時から正午、午後１時から午後６時の２単位の

指定地域密着型通所介護を実施している事業所の場合、当該

事業所におけるサービス提供時間は午前９時から午後６時 正（

午から午後１時までを除く ）となり、提供時間数は８時間。

となることから、従業者の員数にかかわらず８時間の勤務延

時間数分の配置が必要となる。

なお、指定地域密着型通所介護事業所が、利用者の地域で

、 、 、の暮らしを支えるため 医療機関 他の居宅サービス事業者

地域の住民活動等と連携し、指定地域密着型通所介護事業所

を利用しない日でも利用者の地域生活を支える地域連携の拠
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点としての機能を展開できるように、生活相談員の確保すべ

き勤務延時間数には 「サービス担当者会議や地域ケア会議、

に出席するための時間 「利用者宅を訪問し、在宅生活の状」、

況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のため

の時間 「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連」、

携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資

源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支

える取組のために必要な時間も含めることができる。

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適

切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範

囲で認められるものである。

⑤ 基準第20条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適用を

受ける場合の看護職員又は介護職員を含む。以下⑤について

同じ ）については、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、。

提供時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべ

き勤務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用

者数から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当

該単位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の

合計を利用者数で除して得た数）とする。

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式）

・利用者数15人まで

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数

・利用者数16人以上

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（ 利用者数－15）（

÷５＋１）×平均提供時間数

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用

者数

例えば、利用者数18人、提供時間数を５時間とした場合、

（18－15）÷５＋１＝1.6となり、５時間の勤務時間数を1.6

名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、

５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。

利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数

の具体例を別表一に示すものとする。

なお、介護職員については、指定地域密着型通所介護の単

、 、位ごとに常時１名以上確保することとされているが これは
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介護職員が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めた

ものであり、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務

延時間数が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から

終了時刻までの時間数に満たない場合であっても、常時１名

以上が確保されるよう配置を行う必要があることに留意する

こと。

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の

指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事するこ

とができるとされたことから、例えば複数の単位の指定地域

密着型通所介護を同じ時間帯に実施している場合、単位ごと

、に介護職員等が常に１名以上確保されている限りにおいては

単位を超えて柔軟な配置が可能である。

⑥ 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要は

ないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定地域密着型

通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。

また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携によ

り、看護職員が指定地域密着型通所介護事業所の営業日ごと

に利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護

ステーションと指定地域密着型通所介護事業所が提供時間帯

を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職

員が確保されているものとする。

なお 「密接かつ適切な連携」とは、指定地域密着型通所、

介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示がで

きる連絡体制などを確保することである。

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定地域密着型通

、所介護についての利用者の数又は利用定員をいうものであり

利用者の数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者

の数の上限をいうものである。従って、例えば、１日のうち

の午前の提供時間帯に利用者10人に対して指定地域密着型通

所介護を提供し、午後の提供時間帯に別の利用者10人に対し

て指定地域密着型通所介護を提供する場合であって、それぞ

れの指定地域密着型通所介護の定員が10人である場合には、

当該事業所の利用定員は10人、必要となる介護職員は午前午

、後それぞれにおいて利用者10人に応じた数ということとなり

人員算定上午前の利用者の数と午後の利用者の数が合算され
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るものではない。

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定地域密着型通所介護を同時

に行う場合であっても、常勤の従業者は事業所ごとに確保す

れば足りるものである（基準第20条第７項関係 。）

⑵ 生活相談員（基準第20条第１項第１号）

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営

に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条第２項に定め

る生活相談員に準ずるものである。

⑶ 機能訓練指導員（基準第20条第６項）

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが この 訓、 「

練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリ

エーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業

。所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない

⑷ 管理者（基準第21条）

、 、指定地域密着型通所介護事業所の管理者は常勤であり かつ

原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。

ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障が

、 。 、ないときは 他の職務を兼ねることができるものとする なお

管理者は、地域密着型通所介護従事者である必要はないもので

ある。

① 当該指定域密着型通所介護事業所の地域密着型通所介護従

事者としての職務に従事する場合

② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該

事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事

業所、施設等がある場合に、当該他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務に従事する場合（この場合の他の

事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理す

べき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設

される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看

護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障がある

と考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限ら

れている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認め
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る場合があっても差し支えない ）。

２ 設備に関する基準（基準第22条）

⑴ 事業所

事業所とは、指定地域密着型通所介護を提供するための設備

及び備品を備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一

の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会

資源（既存施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設

、に出向いて指定地域密着型通所介護を提供する場合については

これらを事業所の一部とみなして設備基準を適用するものであ

る （基準第44条第１項、第67条第１項及び第175条第１項につ。

いても同趣旨）

⑵ 食堂及び機能訓練室

① 指定地域密着型通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以

下「指定地域密着型通所介護の機能訓練室等」という ）に。

ついては、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上

とすることとされたが、指定地域密着型通所介護が原則とし

て同時に複数の利用者に対し介護を提供するものであること

に鑑み、狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保す

べきではないものである。ただし、指定地域密着型通所介護

の単位をさらにグループ分けして効果的な指定地域密着型通

所介護の提供が期待される場合はこの限りではない。

② 指定地域密着型通所介護の機能訓練室等と、指定地域密着

型通所介護事業所と併設の関係にある医療機関や介護老人保

健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのス

ペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが

同一の部屋等であっても差し支えないものとする。

イ 当該部屋等において、指定地域密着型通所介護の機能訓

練室等と指定通所リハビリテーションを行うためのスペー

スが明確に区分されていること。

ロ 指定地域密着型通所介護の機能訓練室等として使用され

る区分が、指定地域密着型通所介護の設備基準を満たし、

かつ、指定通所リハビリテーションを行うためのスペース

として使用される区分が、指定通所リハビリテーションの

設備基準を満たすこと。

⑶ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備消火設備その
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他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等

に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置し

なければならないものである （基準第44条第１項、第67条第。

１項、第112条第６項、第132条第１項第９号及び第175条第１項

についても同趣旨）

⑷ 指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深

夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合

指定地域密着型通所介護の提供以外の目的で、指定地域密着

型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に

（ 「 」指定地域密着型通所介護以外のサービス 以下 宿泊サービス

という ）を提供する場合には、当該サービスの内容を当該サ。

ービスの提供開始前に当該指定地域密着型通所介護事業者に係

る指定を行った市町村長（以下「指定権者」という ）に届け。

出る必要があり、当該サービスの届出内容については、別紙様

式によるものとする。また、指定地域密着型通所介護事業者は

宿泊サービスの届出内容に係る介護サービス情報を都道府県に

報告し、都道府県は情報公表制度を活用し宿泊サービスの内容

を公表することとする。

指定地域密着型通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内

容に変更がある場合は、変更の事由が生じてから10日以内に指

定権者に届け出るよう努めることとする。また、宿泊サービス

を休止又は廃止する場合は、その休止又は廃止の日の１月前ま

でに指定権者に届け出るよう努めることとする。

３ 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領

① 基準第24条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護に係る第３条の19第１項、第

２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第三の一の４の

⑿の①、②及び④を参照されたい。

② 同条第３項は、指定地域密着型通所介護事業者は、指定地

域密着型通所介護の提供に関して、

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に

居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

ロ 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定

地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提
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供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地

域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準

額を超える費用

ハ 食事の提供に要する費用

ニ おむつ代

ホ 前各号に掲げるもののほか、地域密着型通所介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常

必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担さ

せることが適当と認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受け

ることができることとし、保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの

費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係

る利用料等に関する指針（平成17年厚生労働省告示第419号。

以下「指針」という ）の定めるところによるものとし、ホ。

の費用の具体的な範囲については、別に通知するところによ

るものとする。

⑵ 指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定地域密着型通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

、 、については 基準第25条及び第26条の定めるところによるほか

次の点に留意するものとする。

① 指定地域密着型通所介護は、個々の利用者に応じて作成さ

れた地域密着型通所介護計画に基づいて行われるものである

が、グループごとにサービス提供が行われることを妨げるも

のではないこと。

「 」 、② 基準第26条第４号で定める サービスの提供方法等 とは

地域密着型通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び

日課等も含むものであること。

③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグル

ープとして、指定地域密着型通所介護を提供することが困難

な場合には、必要に応じグループを分けて対応すること。

④ 指定地域密着型通所介護は、事業所内でサービスを提供す

ることが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合におい

ては、事業所の屋外でサービスを提供することができるもの
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であること。

イ あらかじめ地域密着型通所介護計画に位置付けられてい

ること。

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

、⑤ 利用者が日常生活を送る上で自らの役割を持つことにより

達成感や満足感を得、自信を回復するなどの効果が期待され

るとともに、利用者にとって自らの日常生活の場であると実

感できるよう必要な援助を行わなければならないこと。

⑶ 地域密着型通所介護計画の作成

① 基準第27条で定める地域密着型通所介護計画については、

介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護

の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりま

とめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資

格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめ

を行わせることが望ましい。

② 地域密着型通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業

者が共同して個々の利用者ごとに作成するものである。

③ 地域密着型通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作

成されなければならないこととしたものである。なお、地域

密着型通所介護計画を作成後に居宅サービス計画が作成され

た場合は、当該地域密着型通所介護計画が居宅サービス計画

に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものと

する。

④ 地域密着型通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及び

その置かれている環境を踏まえて作成されなければならない

ものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

、 、を保障するため 指定地域密着型通所介護事業所の管理者は

地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を

説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当該

。地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない

なお、交付した地域密着型通所介護計画は、地域密着型基

準第36条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければなら

ない。

⑤ 地域密着型通所介護計画の目標及び内容については、利用

者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価につ
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いても説明を行うものとする。

⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定地

域密着型通所介護事業者については、第三の一の４の⒃⑫を

準用する。この場合において 「定期巡回・随時対応型訪問、

介護看護計画」とあるのは「地域密着型通所介護計画」と読

み替える。

⑷ 管理者の責務

基準第28条は、指定地域密着型通所介護事業所の管理者の責

務を、指定地域密着型通所介護事業所の従業者の管理及び指定

地域密着型通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定地域

密着型通所介護事業所の従業者に基準の第２章の２第４節の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。

⑸ 運営規程

基準第29条は、指定地域密着型通所介護の事業の適正な運営

及び利用者に対する適切な指定地域密着型通所介護の提供を確

保するため、同条第１号から第10号までに掲げる事項を内容と

する規程を定めることを指定地域密着型通所介護事業所ごとに

義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

① 営業日及び営業時間（第３号）

指定地域密着型通所介護の営業日及び営業時間を記載する

こと。

なお、７時間以上９時間未満の地域密着型通所介護の前後

に連続して延長サービスを行う指定地域密着型通所介護事業

所にあっては、サービス提供時間とは別に当該延長サービス

を行う時間を運営規程に明記すること。例えば、提供時間帯

（９時間）の前に連続して１時間、後に連続して２時間、合

計３時間の延長サービスを行う指定地域密着型通所介護事業

所にあっては、当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時

間は12時間であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延

長サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載するものとする

こと。

② 指定地域密着型通所介護の利用定員（第４号）

利用定員とは、当該指定地域密着型通所介護事業所におい
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て同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができ

る利用者の数の上限をいうものであること。

③ 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の

額（第５号）

「指定地域密着型通所介護の内容」については、入浴、食

事の有無等のサービスの内容を指すものであること。

④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号）

利用者が指定地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利

用者側が留意すべき事項（機能訓練室を利用する際の注意事

項等）を指すものであること。

⑤ 非常災害対策（第９号）

⑺の非常災害に関する具体的計画を指すものであること 基（

準第54条第９号、第125条第８号及び第148条第６号について

も同趣旨 。）

⑹ 勤務体制の確保等

基準第30条は、利用者に対する適切な指定地域密着型通所介

護の提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定した

ものであるが、このほか次の点に留意するものとする。

① 指定地域密着型通所介護事業所ごとに、原則として月ごと

の勤務表を作成し、地域密着型通所介護従業者の日々の勤務

時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介

護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等を

明確にすること。

② 同条第２項は、原則として、当該指定地域密着型通所介護

事業所の従業者たる地域密着型通所介護従業者によって指定

地域密着型通所介護を提供するべきであるが、調理、洗濯等

の利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第

三者への委託等を行うことを認めるものであること。

⑺ 非常災害対策

基準第32条は、指定地域密着型通所介護事業者は、非常災害

に際して必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携

体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなけ

ればならないこととしたものである。関係機関への通報及び連

携体制の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速や

かに通報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、


